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１．開催日  令和６（2024）年８月 19日（月） 

 

２．開催場所 栃木県公館 大会議室 

 

３．出席委員 16名 

 

増 田 委 員、佐 藤 委 員、柾 委 員、荒 井 委 員、青 木 委 員、 

藤 田 委 員(代)、岩 﨑 委 員(代)、安 東 委 員(代)、難 波 委 員(代)、 

早 川 委 員、小 菅 委 員、渡 邉 委 員、山 形(修) 委 員、岩 崎 委 員、 

螺 良 委 員、木 村 委 員 

 

 

 

※(代)は代理出席であり、２号委員（関係行政機関の職員）については栃木県都市計

画審議会規程により代理出席が認められております。 
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午前１０時００分 開会 

○事務局 それでは、ただいまから第１８７回栃木県都市計画審議会を開会いたします。

はじめに、委員に異動がございましたので、新任委員を御紹介いたします。 

１号委員に、栃木県農業会議事務局長 増田康則様が任命されております。 

〇１番（増田委員） 増田です。よろしくお願いします。 

〇事務局 ２号委員に、国土交通省関東運輸局長 藤田礼子様が任命されております。 

〇９番（藤田委員(代理）) 藤田の代理で参りました吉池と申します。よろしくお願いし

ます。 

〇事務局 ２号委員に、国土交通省関東地方整備局長 岩﨑福久様が任命されております。 

〇１０番（岩﨑委員(代理）) 代理の町田でございます。どうぞよろしくお願いします。 

〇事務局 ２号委員に、農林水産省関東農政局長 安東隆様が任命されております。 

〇１１番（安東委員(代理）) 代理の野中と申します。よろしくお願いいたします。 

〇事務局 ３号委員に、足利市長 早川尚秀様が任命されております。 

〇１３番（早川委員） 足利市の早川です。よろしくお願いします。 

〇事務局 ５号委員に、那須塩原市議会議長 山形紀弘様が任命されております。本日は、

所用のため、欠席でございます。 

 新たに委員となられた方は以上でございます。 

 開会にあたりまして、県を代表して谷県土整備部長から御挨拶申し上げます。 

○谷県土整備部長 皆さんおはようございます。ただいま、御紹介いただきました県土整

備部長の谷でございます。開会にあたりまして一言御挨拶申し上げます。 

委員の皆様方におかれましては、今朝は幾分涼しくなりましたけども、暑い中、朝か

ら御多用のところ、審議会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。また、

日ごろから本県の、特に都市計画行政に御支援、御協力を賜っておりますこと、改めて

御礼申し上げます。 

 さて、今年度の一番のトピックといいますと、正月に起きました令和６年能登半島地

震だと思います。あれから７カ月ほど経過いたしまして、県からも現在、土木関係職員

２人を派遣しているところでございます。新聞・テレビ等の報道を見ますと、いまだに

避難生活が続いておりまして、復旧・復興にはまだまだ時間がかかるような状況が続い

ております。 

本県といたしましても、３.１１の大震災や今回の能登半島地震、大雨の被害等があ

りましたので、それらを教訓に、災害に強いまちづくり、言ってみれば、しなやかなま

ちをつくっていかなければならないと、改めて認識しているところでございます。 

 こうした中、現在、県では都市計画区域マスタープランの次期計画の策定に着手して

いるところでございます。その中でも、災害に強いまちづくりの更なる推進に、市町と

連携・協力のもと取り組んでいるところでございます。 
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 さて、本日の審議会ですが、審議事項が１件、「とちぎの都市ビジョン」等の報告案

件が３件ございます。委員の皆様方におかれましては、それぞれの立場におかれまして、

忌憚のない御意見をぜひいただければと思っております。 

 以上、簡単ではございますが挨拶にかえさせていただきます。本日はどうぞよろしく

お願いします。 

○事務局 本日の出席者でございますが、委員２０名のうち１６名に御出席いただいてお

り、栃木県都市計画審議会条例第５条に定める定足数に達しておりますことを御報告い

たします。 

次に、本日の議長につきましては、諸般の事情によりまして大森会長が欠席されてお

りますので、栃木県都市計画審議会条例第４条第３項の規定に基づきまして、会長の職

務代理者であります佐藤委員にお願いしたいと思います。佐藤委員、議長席へ御移動を

お願いいたします。 

（佐藤委員 議長席に着く） 

○事務局 それでは、本日の付議議案について御審議をお願いいたします。議事の進行に

つきましては、佐藤委員よろしくお願いいたします。 

○議長代理（佐藤委員） それでは、議事を進めさせていただきます。 

まず、議事録署名委員ですが、５番柾智子委員、８番青木剛委員を指名させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

本日の案件としましては、「次第」にございますように、付議案件が１件、報告案件

が３件でございます。 

また、審議会は、栃木県都市計画審議会規程第１２条の規定におきまして、栃木県情

報公開条例第７条に定めております、個人の権利利益を害する恐れがある事項などを審

議する場合や、公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められ

る場合を除き、原則として公開となっております。 

それでは、第１号議案「栃木県都市計画審議会規程の一部改正について」を議題とい

たします。この議案につきまして、幹事から説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市政策課長） 第１号議案「栃木県都市計画審議会規程の一部改正につ

いて」御説明いたします。タブレット端末に議案書１ページを投影しておりますので、

御覧ください。 

 本案件は、栃木県都市計画審議会条例第９条の規定により、栃木県都市計画審議会規

程の一部を改正するため、お諮りするものでございます。 

 なお、お諮りする栃木県都市計画審議会規程とは、委員の代理や専門委員による調査、

会議の公開など、都市計画審議会運営に関して必要な事項を定めるものでございます。

条例第９条に基づき、都市計画審議会会長が審議会に諮って定めることとしております。 

 具体的な改正内容につきましては、２ページの新旧対照表を御覧ください。右側に改
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正前の内容、左側に改正後の内容を掲載しております。 

 令和６年度の本県の組織改編により、「都市計画課」の課名が「都市政策課」に変更

されたことから、栃木県都市計画審議会規程第１０条に規定されております「県土整備

部 都市計画課」を「県土整備部 都市政策課」に改正するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、施行日を本日令和６年８月１９日とし、適用日を課名が

変更となった令和６年４月１日からといたします。 

 改正後の栃木県都市計画審議会規程は３ページに掲載させていただいており、第１０

条、附則の該当部分を下線にて表示しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長代理（佐藤委員） ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様には御審議をお願

いいたします。御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

 課名の変更に伴う規程の一部改定ですので、よろしいかと思います。御質問、御意見

等がないようですので、本案件については、原案のとおり議決することで異議はござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長代理（佐藤委員） 異議がございませんので、本案件については、原案どおり議決

いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長代理（佐藤委員） 続きまして、報告事項に移ります。報告第１号「『とちぎの都

市ビジョン』の公表について」、事務局から報告をお願いします。 

○幹事（栃木県都市政策課長） 「とちぎの都市ビジョン」について説明します。「第   

１８７回栃木県都市計画審議会（報告資料)」１ページを御覧ください。 

 「とちぎの都市ビジョン」でございますが、人口減少・超高齢社会等がもたらす課題

に対応し、安全で暮らしやすく持続可能な集約型の都市づくりを進めるため、都市づく

りの基本的な考え方や都市政策の展開の方向性を示すものでございます。この都市ビジ

ョンの考え方を踏まえ、各都市計画区域におきまして、都市計画の基本方針となる「都

市計画区域マスタープラン」を策定してまいります。 

 なお、当初の都市ビジョンでございますが、平成２１（２００９）年度に策定し、そ

の後、概ね５年ごとに見直しを行っており、今回で３回目の改定となります。 

 今回の改定にあたりましては、今年の２月に当審議会からいただいた答申の内容を踏

まえて原案を作成し、今年の３月２７日から５月９日までパブリック・コメントによる

県民意見の募集を行いました。パブリック・コメントの結果、２名１団体から計１６件

の御意見をいただきました。内容につきましては、本ビジョンの取り組みに対する賛

意・賛同や着実な推進を要望する御意見でありましたので、前回お示ししました原案か

らの大きな変更はありません。 
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 改定都市ビジョンにつきましては、改めての説明となりますので簡潔に説明させてい

ただきます。改定の背景としましては、人口減少・超高齢社会の更なる進行に加え、「頻

発化・激甚化する自然災害」や「カーボンニュートラルの実現」、「コロナ禍を契機とし

た多様なライフスタイル」等といった、近年の社会情勢の変化に的確に対応していくた

め、改定するものでございます。 

 改定都市ビジョンでは、資料中央に記載のとおり、現行ビジョンで掲げている多核ネ

ットワーク型の都市構造「スマート・プラス・コンパクトシティ」を継承するものとし

ております。 

 依然として人口減少・超高齢社会が進行する中、都市の持続性を高めるためには、市

街地の規模や役割に応じて都市機能を集約した拠点の形成が必要であり、また、様々な

サービスを県土全体にわたって享受するためには、デジタルを活用しながら、拠点間を

ネットワークでつなぐことが引き続き必要であることから、継承するものでございます。 

 加えて、気候変動に伴う「頻発・激甚化する自然災害」や「カーボンニュートラルの

実現」、「コロナ禍を契機とした多様なライフスタイル」、「少子化対策」など新たな社会

情勢に対する取り組みを強化しております。 

２ページを御覧ください。多核ネットワーク型の都市構造「スマート・プラス・コン

パクトシティ」を実現するため、５つの基本目標と代表的な取り組みを記載しておりま

す。太文字で書かれている部分が、今回新たに追加・強化したものとなっており、地域

公共交通計画との連携や流域治水、インターチェンジなど交通利便性の高い地域への産

業集積・誘導などを位置付けております。 

この都市ビジョンにつきましては、本日の都市計画審議会終了後に公表することとし

ております。公表する資料は、添付しております都市ビジョンの概要版と冊子版の２種

類のほか、パブリック・コメントの実施結果についても併せて公表します。 

報告第１号につきましては、以上となります。 

〇議長代理（佐藤委員） ただいまの内容について御質問、御確認したいことがございま

したらお願いします。 

前回も御説明いただいている内容ですので、御質問等がなければ、報告第１号は以上

とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長代理（佐藤委員） 続きまして、報告第２号「栃木県都市計画区域マスタープラン

専門委員会の調査検討状況について」、同専門委員会の委員長である私から御報告いた

します。 

それでは、栃木県都市計画区域マスタープラン専門委員会の調査検討状況につきまし

て御報告いたします。報告第２号の資料を御覧ください。 
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まず、これまでの調査検討の経緯について御説明いたします。令和５年２月の第  

１８４回都市計画審議会において、知事から「次期栃木県都市計画区域マスタープラン

の策定にあたっての基本的な考え方」について諮問を受け、専門委員会が設置されまし

た。 

昨年度は、「目指すべき都市構造」、「都市計画区域」、「区域区分」の３項目について

調査検討を重ね、今年２月の第１８６回都市計画審議会においてその結果を報告し、審

議の上、答申となりました。そして、この答申を踏まえて作成したのが、先ほど報告第

１号で報告のあった「とちぎの都市ビジョン」となります。今年度は、都市ビジョンの

考えに基づき「都市計画区域マスタープランの原案」について調査検討を行ってまいり

ます。 

 都市計画区域マスタープランとは、都市計画区域ごとの将来都市構造や都市計画決定

の方針を定めるものでございます。 

 右下の図を御覧ください。「とちぎの都市ビジョン」の内容を反映し、県が都市計画

区域マスタープランを作成します。そして、県が策定するマスタープランに即して、各

市町が市町村マスタープランや立地適正化計画を策定することとなります。 

 次期マスタープランの目標年次は、令和２(２０２０)年を基準年とし、２０年後の 

２０４０年を展望しつつ、１０年後の２０３０年を目標年次としております。都市計画

区域マスタープランに定める内容は、記載にあるとおりで、その具体的な内容について

調査検討を行っているところでございます。 

 今年度は、都市計画区域マスタープランの原案作成を行い、令和７年度末の策定に向

けて調査検討を進めていく予定です。 

以上で、調査検討状況についての報告を終わります。 

 ただいまの内容について御質問、御確認したいこと等がございましたらお願いいたし

ます。 

 こちらも進行状況の報告と本年度の方針ですのでよろしいかと思いますが、よろしい

でしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長代理（佐藤委員） それでは、続きまして、報告第３号「市町村の都市計画決定に

ついて」、事務局から報告をお願いします。 

○幹事（栃木県都市政策課長） 報告第３号「市町村の都市計画決定について」御報告い

たします。 

 令和６年２月９日から令和６年８月１８日までの間に、県内の市町が都市計画決定し

た案件について報告するものでございます。 

 報告第３号の１ページを御覧ください。こちらの表は、市町村ごとに都市計画決定の
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件数を計画種別ごとに集計したものでございます。表の一番下にある計の欄に記載のと

おり、土地利用に関するものが１４件、都市施設に関するものが５件、合計１９件の都

市計画決定がされております。 

なお、それぞれの計画の概要につきましては２～３ページに、位置図につきましては

４ページ以降に添付しております。後ほど御覧いただければと思います。 

報告は以上でございます。 

○議長代理（佐藤委員） こちらは報告ということですので、後ほど資料等を御確認いた

だければと思います。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長代理（佐藤委員） 以上をもちまして、本日の議事を終了いたします。委員の皆様

には御審議いただきありがとうございました。 

 それでは事務局にお返しします。 

○事務局 佐藤委員をはじめ、委員の皆様におかれましては、御審議いただきありがとう

ございました。 

 以上をもちまして、第１８７回栃木県都市計画審議会を閉会いたします。 

本日は大変お疲れさまでございました。 

午前１０時２５分 閉会 


